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平成２７年第１回定例会 

 

三 沢 市 議 会 会 議 録 

 

第３号（平成２７年３月６日） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

◎議事日程 

第１ 市政に対する一般質問 

───────────────── 

 （本定例会に提出された事件） 

第２ 議案第１号 平成２７年度三沢市一

般会計予算 

第３ 議案第２号 平成２７年度三沢市国

民健康保険特別会計予算 

第４ 議案第３号 平成２７年度三沢市食

肉処理センター特別会計予算 

第５ 議案第４号 平成２７年度三沢市農

業集落排水事業特別会計予算 

第６ 議案第５号 平成２７年度三沢市下

水道事業特別会計予算 

第７ 議案第６号 平成２７年度三沢市介

護保険特別会計予算 

第８ 議案第７号 平成２７年度三沢市後

期高齢者医療特別会計予算 

第９ 議案第８号 平成２７年度三沢市水

道事業会計予算 

第10 議案第９号 平成２７年度三沢市立

三沢病院事業会計予算 

第11 議案第10号 平成２６年度三沢市一

般会計補正予算（第５号） 

第12 議案第11号 平成２６年度三沢市国

民健康保険特別会計補正予算

（第５号） 

第13 議案第12号 平成２６年度三沢市食

肉処理センター特別会計補正予

算（第２号） 

第14 議案第13号 平成２６年度三沢市介

護保険特別会計補正予算（第３

号） 

第15 議案第14号 平成２６年度三沢市後

期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号） 

第16 議案第15号 平成２６年度三沢市立

三沢病院事業会計補正予算（第

３号） 

第17 議案第16号 三沢市行政手続条例の

一部を改正する条例の制定につ

いて 

第18 議案第17号 地方教育行政の組織及

び運営に関する法律の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例の制定に

ついて 

第19 議案第18号 三沢市教育委員会教育

長の勤務時間等に関する条例の

制定について 

第20 議案第19号 三沢市特別職の職員の

給料等に関する条例及び三沢市

教育委員会教育長の給与、勤務

時間等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

第21 議案第20号 職員の給与に関する条

例等の一部を改正する条例の制

定について 

第22 議案第21号 三沢市手数料条例の一

部を改正する条例の制定につい

て 

第23 議案第22号 三沢市いじめ防止対策

審議会条例の制定について 

第24 議案第23号 三沢市就学指導委員会

条例の一部を改正する条例の制

定について 

第25 議案第24号 三沢市屋内ゲートボー

ル場条例の制定について 
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第26 議案第25号 三沢市古間木運動広場

条例を廃止する条例の制定につ

いて 

第27 議案第26号 三沢市駐車場条例の一

部を改正する条例の制定につい

て 

第28 議案第27号 三沢市駅前広場設置条

例の一部を改正する条例の制定

について 

第29 議案第28号 三沢市ケーブルテレビ

ジョン施設の設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例

の制定について 

第30 議案第29号 三沢市保育の実施に関

する条例を廃止する条例の制定

について 

第31 議案第30号 三沢市保育所設置条例

の一部を改正する条例の制定に

ついて 

第32 議案第31号 三沢市介護保険条例の

一部を改正する条例の制定につ

いて 

第33 議案第32号 三沢市指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の制定

について 

第34 議案第33号 三沢市指定地域密着型

介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制

定について 

第35 議案第34号 三沢市指定介護予防支

援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例

の制定について 

第36 議案第35号 三沢市包括的支援事業

の実施に関する基準を定める条

例の制定について 

第37 議案第36号 三沢市農民研修セン

ターの設置及び管理に関する条

例を廃止する条例の制定につい

て 

第38 議案第37号 三沢市新産業創造支援

センター条例の制定について 

第39 議案第38号 三沢市都市公園条例の

一部を改正する条例の制定につ

いて 

第40 議案第39号 三沢市下水道条例の一

部を改正する条例の制定につい

て 

第41 議案第40号 三沢市立三沢病院事業

職員の給与の種類及び基準に関

する条例の一部を改正する条例

の制定について 

第42 議案第41号 三沢市消防団条例の一

部を改正する条例の制定につい

て 

第43 議案第42号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市漁民研

修センター及び三沢市漁民厚生

施設） 

第44 議案第43号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市漁港機

能施設） 

第45 議案第44号 青森県市町村職員退職

手当組合を組織する地方公共団

体数の減少及び青森県市町村職

員退職手当組合規約の変更につ

いて 

第46 議案第45号 青森県新産業都市建設

事業団に委託すべき事業に関す

る計画の一部変更について 

第47 議案第46号 平成２６年度三沢市一

般会計補正予算（第６号） 

───────────────── 

第48 議案質疑 

───────────────── 

第49 特別委員会の設置及び議案の付託 
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───────────────── 

第50 特別委員会委員の選任 

───────────────── 

◎本日の会議に付した事件 

第１ 市政に対する一般質問 

───────────────── 

 （本定例会に提出された事件） 

第２ 議案第１号 平成２７年度三沢市一

般会計予算 

第３ 議案第２号 平成２７年度三沢市国

民健康保険特別会計予算 

第４ 議案第３号 平成２７年度三沢市食

肉処理センター特別会計予算 

第５ 議案第４号 平成２７年度三沢市農

業集落排水事業特別会計予算 

第６ 議案第５号 平成２７年度三沢市下

水道事業特別会計予算 

第７ 議案第６号 平成２７年度三沢市介

護保険特別会計予算 

第８ 議案第７号 平成２７年度三沢市後

期高齢者医療特別会計予算 

第９ 議案第８号 平成２７年度三沢市水

道事業会計予算 

第10 議案第９号 平成２７年度三沢市立

三沢病院事業会計予算 

第11 議案第10号 平成２６年度三沢市一

般会計補正予算（第５号） 

第12 議案第11号 平成２６年度三沢市国

民健康保険特別会計補正予算

（第５号） 

第13 議案第12号 平成２６年度三沢市食

肉処理センター特別会計補正予

算（第２号） 

第14 議案第13号 平成２６年度三沢市介

護保険特別会計補正予算（第３

号） 

第15 議案第14号 平成２６年度三沢市後

期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号） 

第16 議案第15号 平成２６年度三沢市立

三沢病院事業会計補正予算（第

３号） 

第17 議案第16号 三沢市行政手続条例の

一部を改正する条例の制定につ

いて 

第18 議案第17号 地方教育行政の組織及

び運営に関する法律の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例の制定に

ついて 

第19 議案第18号 三沢市教育委員会教育

長の勤務時間等に関する条例の

制定について 

第20 議案第19号 三沢市特別職の職員の

給料等に関する条例及び三沢市

教育委員会教育長の給与、勤務

時間等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

第21 議案第20号 職員の給与に関する条

例等の一部を改正する条例の制

定について 

第22 議案第21号 三沢市手数料条例の一

部を改正する条例の制定につい

て 

第23 議案第22号 三沢市いじめ防止対策

審議会条例の制定について 

第24 議案第23号 三沢市就学指導委員会

条例の一部を改正する条例の制

定について 

第25 議案第24号 三沢市屋内ゲートボー

ル場条例の制定について 

第26 議案第25号 三沢市古間木運動広場

条例を廃止する条例の制定につ

いて 

第27 議案第26号 三沢市駐車場条例の一

部を改正する条例の制定につい

て 

第28 議案第27号 三沢市駅前広場設置条

例の一部を改正する条例の制定

について 

第29 議案第28号 三沢市ケーブルテレビ

ジョン施設の設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例

の制定について 



― 56 ―

第30 議案第29号 三沢市保育の実施に関

する条例を廃止する条例の制定

について 

第31 議案第30号 三沢市保育所設置条例

の一部を改正する条例の制定に

ついて 

第32 議案第31号 三沢市介護保険条例の

一部を改正する条例の制定につ

いて 

第33 議案第32号 三沢市指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の制定

について 

第34 議案第33号 三沢市指定地域密着型

介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制

定について 

第35 議案第34号 三沢市指定介護予防支

援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例

の制定について 

第36 議案第35号 三沢市包括的支援事業

の実施に関する基準を定める条

例の制定について 

第37 議案第36号 三沢市農民研修セン

ターの設置及び管理に関する条

例を廃止する条例の制定につい

て 

第38 議案第37号 三沢市新産業創造支援

センター条例の制定について 

第39 議案第38号 三沢市都市公園条例の

一部を改正する条例の制定につ

いて 

第40 議案第39号 三沢市下水道条例の一

部を改正する条例の制定につい

て 

第41 議案第40号 三沢市立三沢病院事業

職員の給与の種類及び基準に関

する条例の一部を改正する条例

の制定について 

第42 議案第41号 三沢市消防団条例の一

部を改正する条例の制定につい

て 

第43 議案第42号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市漁民研

修センター及び三沢市漁民厚生

施設） 

第44 議案第43号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市漁港機

能施設） 

第45 議案第44号 青森県市町村職員退職

手当組合を組織する地方公共団

体数の減少及び青森県市町村職

員退職手当組合規約の変更につ

いて 

第46 議案第45号 青森県新産業都市建設

事業団に委託すべき事業に関す

る計画の一部変更について 

第47 議案第46号 平成２６年度三沢市一

般会計補正予算（第６号） 

───────────────── 

第48 議案質疑 

───────────────── 

第49 特別委員会の設置及び議案の付託 

───────────────── 

第50 特別委員会委員の選任 

───────────────── 

◎出席議員（１７名） 

議長    １番  小比類巻 雅 彦 君 

副議長   ９番  野 坂 篤 司 君 

２番  髙 橋 武 志 君 

３番  加 澤   明 君 

４番  奥 本 菜保巳 君 

５番  瀬 崎 雅 弘 君 

６番  澤 口 正 義 君 

７番  鈴 木 重 正 君 

８番  太 田 博 之 君 
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１０番  春 日 洋 子 君 

１１番  西 村 盛 男 君 

１２番  堀   光 雄 君 

１３番  小比類巻 正 規 君 
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午前１０時００分 開議   

○議長（小比類巻雅彦君） 出席議員は定足

数に達しておりますので、会議は成立いたし

ます。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 本日の議事は、お手元に配付しております

議事日程第３号をもって進めます。 

───────────────── 

  ◎日程第１ 市政に対する一般質問 

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第１ 昨日

に引き続き、市政に対する一般質問を行いま

す。 

 奥本菜保巳議員の登壇を願います。 

○４番（奥本菜保巳君） おはようございま

す。 

 本日は、国際ソロプチミスト三沢様により

ます国際女性デーにちなんでの、乳がん早期

発見に努めましょうの統一行動、ピンクリボ

ン活動に対しまして心より賛同いたしまし

て、胸にピンクリボンをつけさせていただい

ております。 

 実は、私ごとではありますが、同級生を２

人、乳がんで失った経験があります。本当に

つらい体験でした。そして、そのことから、

定期的に乳がん検診を受けること、早期発見

に努めることの大切さを痛感しています。 

 今回のピンクリボン活動をはじめ、皆様の

日ごろの奉仕活動に対し、心より敬意と謝意

を申し上げますとともに、ますますの御活躍

を期待申し上げます。 

 それでは、質問に入らせていただきます。

日本共産党奥本菜保巳、一般質問に入りま

す。 

 それでは、基地問題、老朽危険空き家対

策、若者定住支援対策について質問させてい

ただきます。 

 まず、基地問題について、米兵による住宅

侵入事件及び夜間外出禁止令違反に対する当

市の対応について伺います。 

 先月８日午前１時２５分ごろ、三沢市緑町

一丁目の女性方アパートに住居侵入した疑い

で、米軍三沢基地所属の隊員が逮捕されたと

の報道がありました。 

 容疑者である米兵は、夜間外出禁止令に違

反した上、飲酒が禁じられている未成年者で

もあり、隊員への綱紀粛正と教育の不備が問

題視されるところであります。 

 これまでも、平成２４年１１月、夜間外出

禁止令違反の上、住居侵入による少年犯罪が

ありました。 

 また、平成２５年７月、米軍関係者による

夜間外出禁止令違反の上、飲酒運転事故を起

こし、地域住民に不安と恐怖を与えました。 

 このように、これまで繰り返される米軍関

係者による無法な振る舞いは途絶えることが

ありません。 

 よって、行政は、三沢市民の平穏な生活が

脅かされないよう、市民の安全・安心を守る

ことを使命として、しっかりと再発防止のた

めの対策に努めるべきだと思います。 

 ところで、市民の中には、米軍関係者によ

る事件・事故に対して、日本人も事故や事件

を起こしている、アメリカ人、米軍関係者だ

けを問題視するのは違うのではないかという

意見をおっしゃる方もいます。 

 しかし、同じではないと思います。同じよ

うな事件や事故を起こしても、日本人であれ

ば、当然ながら国内の法律に基づいて厳しく

処罰されますが、米軍関係者に対しては、ほ

とんどが日本の法律で罰することができませ

ん。 

 また、日本国内において公務外で犯罪を行

い、実刑判決が出ると、横須賀刑務所に服役

するそうですが、一般受刑者とは全く別立て

で、食事も昼からステーキ、そして、毎日

シャワーが浴びられるという特別待遇となっ

ているそうです。 

 こうしたことが行われるのは、日本政府が

アメリカの要求に従って、特別待遇する合意

を結んでいるためだからだそうです。そし

て、米兵が引き起こした犯罪でも、公務中で

あれば、日本政府は賠償金や見舞金の２５％

を支払うことが義務づけられているそうで

す。 
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 このような米軍に対する特別待遇など、特

権が与えられていれば、犯罪に対する罪の意

識の低下を招くことになり、これでは幾ら綱

紀粛正と口を酸っぱく言っても、根本的な解

決策としては効果がありません。実効性のあ

る厳しい対応が求められると思います。 

 まずは、夜間外出禁止の時間が緩和されて

すぐの事件であることから、緩和の撤回を求

めるべきと思いますが、当市として、この事

件に対し、どのような対応をとったのか伺い

ます。 

 次に、老朽危険空き家問題について伺いま

す。 

 総務省によると、空き家の数は、２０１３

年の空き家率が１３.５％と過去最高に達して

おり、１０戸に１戸以上が空き家状態となっ

ています。さらに、少子高齢化を背景に、

年々増加の一途をたどっています。 

 空き家の増加は、防犯上の問題や景観への

悪影響などのほか、老朽化した危険な空き家

にあっては、倒壊など地域住民の生活環境に

深刻な影響を及ぼすことなどから、大変問題

となっています。 

 しかし、所有者が遠方に住んでいたり、不

明であったり、また、空き家を取り壊して更

地にするのには費用がかかるため、そのまま

放置されているケースも見受けられます。 

 このような空き家問題は、現在、社会問題

となっており、国においてもその対策に乗り

出しています。 

 そうした中、空き家問題への対策を盛り込

んだ空き家対策推進特別措置法が、先月２６

日に一部施行されたのにあわせ、国土交通

省、総務省は、対策を総合的に進めるための

基本指針を公表いたしました。 

 市町村に対し、空き家の所有者や活用を望

む住民の相談に迅速に応じられる体制の整備

などを求めています。市町村が空き家を実態

調査する際の大まかな手法も提示しており、

人の出入りや電気、ガス、水道の使用状況、

住民票の内容などをもとに、年間を通じて使

用実績がない状況が空き家と判断する目安と

なるとしています。 

 このほか、市町村が策定することができる

空き家対策計画に盛り込む項目も列挙、空き

家が多い地域を重点対象区域に定めたり、対

策を講じる優先順位をつけたりすることがで

きるとしました。 

 そこで、質問の１点目として、空き家対策

特別措置法の中で、特定空き家等の指定を行

うなどとしていますが、当市の今後の空き家

対策計画はどのように取り組んでいくのか伺

います。 

 次に、２点目の質問に移ります。 

 これまで、三沢市の空き家問題に対して

は、野坂議員、春日議員も取り上げてきまし

た。 

 しかし、行政としては、あくまで個人の所

有物ということで、踏み込んだ対応はでき

ず、空き家の実態調査、所有者の情報収集と

適正な管理のお願いにとどまっていたのでは

ないでしょうか。今回の法律が施行されたこ

とで、空き家対策は前進できるものであり、

行政の体制の整備が急がれると思います。 

 一口に空き家対策と言っても、老朽危険空

き家の解消、空き家の再利用など多岐にわた

るものですが、ここでは、老朽危険空き家の

対策について伺いたいと思います。 

 昨年の春日議員の質問により、管理上問題

のある空き家が１５２戸あると報告がありま

したが、これは老朽危険空き家に該当するも

のだとすれば、住民生活にとって危険なもの

であり、早急に問題解決のための対策が必要

であると感じています。 

 そこで、老朽危険空き家対策について、先

進的に取り組んでいる長崎市の事例を参考に

取り組んではいかがでしょうか。 

 まず、市民の安全と安心を確保するため、

長年にわたって使用されず、適正に管理され

ていない老朽危険空き家のうち、所有者か

ら、その建物及び土地を市に寄附されたもの

を除却することで、住環境整備等の推進に当

たるとしています。 

 そのため、特に整備が必要な既成市街地か
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ら対象区域を限定し、土地や建物に対する条

件を詳細に設けることとしています。主に、

地域住民から要望があり、特に危険で、景観

に問題のある空き家を選定する。 

 長崎市では、全て市の負担で空き家の解体

と土地の整備を行い、公園にした場合など

は、地域住民によって管理されることになっ

ているとのことですが、市の財政負担が重く

なるため、限定的な取り組みになっているそ

うです。しかし、周辺住民からは、景観上、

利便性からも大変喜ばれているそうです。 

 よって、長崎市の取り組みを参考にすべき

と思いますが、当市の見解を伺います。 

 次に、質問の３点目として、東京都文京区

の取り組みに対する当市の見解を伺います。 

 当該区では、老朽化した危険な空き家の除

却費用に対し、上限２００万円まで補助をし

て、固定資産税を１０年間免除し、市がその

間その土地を借り受けて、周辺住民と協力し

ながら利活用できるシステムを構築していま

す。当市としても、参考に取り組んではどう

でしょうか。 

 以上について、御所見を伺います。 

 次に、若者定住支援について伺います。 

 近年、晩婚化、少子化により人口減少が加

速し、また、東京の一極集中に伴い、若者の

流出に歯どめがかからない状況に陥っていま

す。特に、地方では深刻な問題となっていま

す。 

 このまま人口減少が進むとどうなるのか。

当然ながら市の財政にも影響が出ることか

ら、これまでのような行政サービスが行えな

い。住民サービスの低下を招く事態となりま

す。地域経済も冷え込み、ますます若者の流

出が加速する悪循環に陥ってしまいます。 

 そのため、村や町などでは、人口減少に対

する危機意識が高く、若者や子育て世帯に対

する手厚い支援策をとり、若者の移住促進に

力を入れています。この事業を行う自治体は

全国的にふえています。 

 私は、平成２５年度の６月定例会におきま

して、若者定住支援制度について質問いたし

ました。 

 かねてから近隣のまちに人口が流れている

ことが気がかりでした。三沢市で生まれ育っ

た同級生や知人、また、定年退職された方々

の中で、土地が安いということで、おいらせ

町に家を建て、移住しているケースを見てき

たからです。 

 安定した公務員や大手企業の社員、また、

公務員に準ずる職についている子育て世帯の

方々が、はじめは民間の賃貸住宅に住みなが

ら頭金をためて、数年後、ローンを組み、家

を建てるというケースが多いように感じてい

ました。 

 安い土地を求めて移っていく方々を、これ

まで三沢市は、ただ手をこまねいて傍観して

きたように思います。流出を食いとめる政策

を立ててこなかったわけです。近年になっ

て、ようやく南ニュータウンの土地の分譲を

行い、定住化を進めてきてはいますが、現在

では、土地代が高い中心部等で、空き家や高

齢者のみの世帯がふえているように感じてい

ます。 

 そこで、三沢市でも六戸町やおいらせ町へ

の若者世帯の流出に歯どめをかけ、若者定住

支援策として、また、空き家の活用にもつな

がる、民間賃貸住宅への家賃一部補助や、中

古住宅を購入した場合に補助金を支給するな

どの支援策に取り組むべきと思います。 

 まず、六戸町、七戸町の事例を紹介したい

と思います。 

 六戸町では、平成２２年度から六戸町若者

定住支援事業を行っています。町外から転入

された方、または、六戸町在住者で、結婚と

同時に新居を構える方に対し、町内会に加入

することなどを条件に、２万円を超えた部分

の家賃を補助。ただし、上限２万円まで。２

年間補助するとしています。所得制限はな

く、住宅手当のあるなしにかかわらず手当て

するとなっています。 

 七戸町では、平成２５年度からヤングファ

ミリー定住支援補助金を創設して、事業を

行っております。支援内容は、六戸町とほぼ
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同じですが、七戸町では、子育て世帯とし

て、ひとり親世帯も対象としています。母子

家庭、父子家庭に対しても家賃補助を行うこ

とになっています。 

 この家賃補助の支援は、大都会の新宿区で

も実施しています。区内の民間賃貸住宅に住

む世帯の家賃を助成することで負担を軽減

し、定住化の促進を目的としています。学

生、勤労単身者、子育てファミリー世帯向け

があり、３年から５年間の助成期間を設定し

ています。 

 このように、近年では、過疎化が進む町村

だけではなく、人口減少を食いとめるために

乗り出している行政区がふえていることが顕

著となっています。 

 根本的な解決策としての少子化対策につい

ては、自治体同士による若者の取り合いでは

なく、絶対数をふやしていかなければ解決し

ない問題です。若者の雇用の創出、労働環境

の是正、保育や教育の充実など、子育て支援

体制の確立、いわゆる安心して子供を産み育

てることができる環境づくりは、国の体制と

支援が必要不可欠となります。とはいえ、国

頼みで、努力しない自治体は衰退の一途をた

どっていきます。 

 よって、三沢市も国任せではなく、独自に

取り組むことが必要だと思います。 

 まずは、若者への定住支援策の一つとし

て、民間賃貸住宅への家賃補助、空き家対策

にもつながる中古住宅購入への補助を行って

はどうでしょうか。当市の見解を伺います。 

 以上で、壇上からの一般質問を終わりま

す。建設的な御答弁をよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（小比類巻雅彦君） ただいまの奥本

菜保巳議員の質問に対する当局の答弁を求め

ます。 

 市長。 

○市長（種市一正君） おはようございま

す。 

 ただいまの奥本議員御質問の若者定住支援

については私から、その他につきましては副

市長並びに民生部長からお答えをさせますの

で、御了承願いたいと思います。 

 御質問の若者定住支援でありますが、近年

の少子化による人口減少や若者の地方離れな

ど、地方を取り巻く環境は深刻な社会問題と

なっておりまして、当市においても例外では

なく、大きな問題であると認識をいたしてお

ります。 

 当市における人口減少への対応は、全ての

世代が安心して暮らせ、人々が支え合い、心

豊かで活力あるまちづくりの構築に向け、三

沢市総合振興計画のもとに進めてきていると

ころでありますが、三沢市が持続的に発展す

るためには、やはり若者や子育て世代の役割

は非常に大きいものと考えております。 

 このために、平成２５年に策定した三沢市

総合振興計画後期基本計画において、特に定

住人口の確保や雇用創出を目指し、若者や子

育て世代はもちろん、市民の誰もが活躍し、

その能力を有効に発揮できるよう、戦略かつ

分野横断的な各種施策を展開しているところ

であります。 

 中でも、若い世代が安心して子供を産み育

てることができる環境づくりとして、乳幼児

から中学生までを対象とした子ども医療費の

無料化、あるいは妊婦健診事業の充実、わん

ぱく家族米の支給などの施策を継続している

ほか、当市の特色を生かした小学生からの英

語教育、さらには企業誘致を推進し、雇用の

場の創出に努め、定住化に向けた切れ目のな

い施策の展開に取り組んでいるところであり

ます。 

 御質問の若者や子育て世帯に対する家賃補

助等定住支援については、定住化に向けた手

段の一つであると考えておりますが、金銭的

支給がどこまで定住化に有効なのかなど、慎

重に検討しなければならないものと考えてお

ります。 

 また、地方創生関連の交付金を活用するこ

とについては、他の交付対象事業との有効

性、あるいは優位性などを十分検討した上

で、少子化対策の子育て支援にかかわる若者
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定住支援の一つの手法として検討してまいり

たいと思います。 

 いずれにいたしましても、定住人口の確保

は、当市における重要課題であるものと認識

しておりますことから、総合的な視点に立

ち、定住化施策を着実に展開するとともに、

国の総合戦略による地方創生関連対策に積極

的に取り組んでまいりたい。 

 私からは、以上であります。 

○議長（小比類巻雅彦君） 副市長。 

○副市長（米田光一郎君） 基地問題につい

てお答え申し上げます。 

 このたびの米兵による住居侵入事件につき

ましては、市民の方々に大変不安な思いをさ

れたものと認識しております。 

 また、議員御指摘のとおり、未成年者によ

る飲酒行為や、夜間外出禁止令違反をしての

犯行とのことで、強い憤りを感じているとこ

ろでございます。 

 これまで、米軍三沢基地では、新たに赴任

した米軍人等に対し、服務規律や地域社会と

の関係の重要性について、米軍三沢基地司令

官指導のもと、さまざまな教育を行っており

ます。 

 また、週末の夜間には、憲兵隊及び基地上

級幹部が三沢警察署員とともに市内をパト

ロールし、事件等の発生防止に努めてきてい

る中、このような事件が発生したことは、ま

ことに残念でなりません。 

 事件発生の翌日、市長に対して謝罪に来た

米軍三沢基地サンドヴァル司令官に対し、遺

憾の意を述べるとともに、市民の安全を害す

ることのないよう、そして、このような事件

は、長年築き上げてきた友好・信頼関係に影

響を及ぼすことからも、強く抗議し、綱紀粛

正と教育の再徹底を図り、再発防止につなげ

るよう強く要請したところでございます。 

 サンドヴァル司令官も、詳細について検証

を進め、二度とこのようなことがないよう綱

紀粛正と教育について、指導の徹底を行うこ

とを断言いたしました。 

 基地との共存共栄を掲げる当市といたしま

しては、事件や事故の防止については、市民

が安全に安心して暮らすために最も重要な課

題の一つであると認識しております。 

 市といたしましては、米軍三沢基地司令官

に対しまして、機会あるごとに綱紀粛正と教

育の徹底について、今後とも強く申し入れて

いきたいと考えております。 

○議長（小比類巻雅彦君） 民生部長。 

○民生部長（宮古直志君） 老朽危険空き家

対策についての御質問の第１点目、国の空き

家対策特別措置法の施行に伴う当市の今後の

取り組みについてお答えいたします。 

 適切な管理が行われていない空き家等が、

防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に

深刻な影響を及ぼしていることから、地域住

民の生命、身体、財産の保護や生活環境の保

全、空き家等の活用の推進を図るため、空き

家等対策の推進に関する特別措置法が、去る

２月２６日から施行されております。 

 この法律では、特定空き家等としまして、

そのまま放置すれば倒壊等、著しく保安上危

険となるおそれのある状態、著しく衛生上有

害となるおそれのある状態、適切な管理が行

われていないことにより、著しく景観を損

なっている状態、その他、周辺の生活環境の

保全を図るため、放置することが不適切であ

る状態にある空き家等を定めております。 

 そして、市町村長による特定空き家等の所

有者に対する指導、勧告、命令、代執行の措

置に係る権限が明記されております。 

 国では、この５月末を目途に、市町村長が

行う特定空き家等に対する措置のガイドライ

ンを策定することになっておりますことか

ら、市といたしましては、今後、示されるこ

のガイドラインに基づき、具体的な空き家対

策に係る取り組みを検討してまいりたいと考

えております。 

 次に、御質問の第２点目、老朽危険空き家

対策として、長崎市の先進事例を参考に取り

組んではどうかという御質問にお答えいたし

ます。 

 長崎市では、市街地において長年使用され
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ず、適正に管理されていない老朽危険空き家

のうち、所有者からその建物と土地を市に寄

附されたものを、市が建物を除却して、地域

の要望に応じて公園等の公共空間として整備

する事業を行っております。 

 この事業では、整備後は、地元自治会と土

地使用貸借契約を締結し、日常的な維持管理

は地元自治会が行っております。 

 長崎市のこのような取り組みの背景には、

地理的に斜面に多くの住宅が建ち並び、住宅

の改修や建てかえが困難であることが、老朽

危険空き家が放置されている要因となってお

ります。 

 このように、長崎の事例では、独特な地理

的要因がある中で実施されているものと理解

しておりますことから、当市においての空き

家対策の取り組みにつきましては、他の先進

事例とともに、今後、国から示されるガイド

ライン等に基づき、当市の実情に即した施策

を調査研究してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、御質問の第３点目、老朽化した危険

な空き家の撤去費用の補助、固定資産税等の

免除についての御質問にお答えいたします。 

 先ほどの議員のお話のとおり、東京都文京

区では、管理不全のため危険な状態となって

いる空き家等について、跡地が行政目的とし

て利用が可能なものに限り、所有者が建物の

除却に要した費用に対し、上限２００万円を

補助する事業を実施しております。 

 また、除却後の跡地について、所有者から

原則として１０年間無償で借り受け、地域の

安全・安心や、地域コミュニティーに活用す

るという、空き家対策事業を平成２６年度か

ら実施しており、これまでに消火器具置き場

や憩いの広場の整備を行っております。 

 この事業の特徴は、文京区が跡地を行政目

的で使用することから、所有者に固定資産税

が課されないところにあります。これまで空

き家は、更地にすると固定資産税の軽減がな

くなることも解体が進まなかった一因であり

ましたが、今後、この事業によって、空き家

の解体が進むのではないかと期待が寄せられ

ているところでもあります。 

 このような中で、国では、今後、空き家対

策につきまして、必要な税制上の措置等を行

うこととしておりますので、市といたしまし

ては、その動向を注視しながら、空き家の解

体に係る補助のあり方を含めて、当市の実情

に即した空き家対策を検討してまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（小比類巻雅彦君） 奥本議員。 

○４番（奥本菜保巳君） 御答弁ありがとう

ございました。 

 それでは、質問順に再質問させていただき

ます。 

 まず、基地問題ですけれども、これまでの

米兵による事件・事故というのは、本当に繰

り返されてきたわけです。今回の事件でも、

侵入された女性の方の思い、その方にとって

みればどれほど恐怖だったのかということを

考えると、本当にお気の毒だというふうに思

います。女性の方には、不幸中の幸いで、け

がなどの被害がなかったということですけれ

ども、お酒に酔って覚えていないでは済まさ

れないと思います。 

 こんなことが二度とあってはなりません

し、やはり再発防止のための対策が必要であ

ると思います。これまでも再三、綱紀粛正、

教育の徹底の忠告、これは繰り返されてきた

と思うのです。でも起こる。こういう部分

で、前に新聞記事に、種市市長と司令官と非

公開でのやりとりがあったというふうにあっ

たのですが、綱紀粛正、教育の徹底などの忠

告だけでは、再発防止というのは防ぐことが

できないのだと思います。 

 やはり市長が直接司令官と会って、そうい

う部分で話をしているということで、市長、

もう一度この内容、どのように司令官に示し

たのか。市民が安心できる、納得できる体制

づくりをどのように求めたのか。ここで、市

民の皆さんが安心できるように言ってくださ

い。お答えいただきたいと思います。 
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○議長（小比類巻雅彦君） 答弁願います。 

 市長。 

○市長（種市一正君） 再質問にお答えをい

たします。 

 先ほど副市長のほうから答弁があったとお

りでありますが、当然これは私のほうからも

抗議をすべきものだと、こんなふうに思って

おりましたが、司令官のほうから先に役所の

ほうにおいでになりまして、その旨を謝罪し

たわけでありますが、私としては非常に遺憾

であると。いろいろそういう指導なり、綱紀

粛正について努力しているとは言っておりま

すけれども、しかし、そういう事故が起きて

いるという現実を踏まえて、しっかりとやっ

てもらわなければ、今後の友好関係にも影響

を及ぼすこともあり得るというようなこと

で、厳しく抗議した経過がございます。 

 以上であります。 

○議長（小比類巻雅彦君） 奥本議員。 

○４番（奥本菜保巳君） それでは、基地問

題を再々質問させていただきます。 

 今、市長から、厳しくしっかりと伝えたと

いうような御答弁がありましたけれども、私

はまず、再発防止のためには、やはり具体的

な対策というのを示す必要があると思うので

す。 

 夜間外出禁止令の緩和、これは撤回させる

必要があるのだと思います。 

 飲酒は１２時までということなのですけれ

ども、日本人、アメリカ人にかかわらず、お

酒を飲んでいる方というのは、なかなか楽し

いところから、すぐ理性を取り戻して帰ると

いうことはなかなかできないことだと思うの

です。 

 そういう中で、パトロールされているとい

うことでしたけれども、この事件があって、

緩和の後すぐにこういう事件があったという

ことですから、これは緩和を撤回させる、こ

れを要求するということが私は必要だと思い

ます。 

 中には、飲食店の方が、経済的なダメージ

があるということで、この緩和策を進めてほ

しいという方もいらっしゃるかもしれませ

ん。しかし、やはり三沢市民の命が大事で

す。飲食店の方々には、そういう経済的なダ

メージが出るとすれば、別の方法で、観光客

の誘客等に努めて、また、商工会とも協力し

ながら支援策を市がとるべきだというふうに

思います。 

 ですから、ここはやはり厳しい対応、パト

ロールの徹底と夜間外出禁止令の緩和、これ

を撤回させる、してもらう、こういう要求が

必要だと思いますけれども、そのことについ

てお答えいただきたいと思います。 

○議長（小比類巻雅彦君） 答弁願います。 

 副市長。 

○副市長（米田光一郎君） 再々質問にお答

えいたします。 

 当該事件等の再発防止について、実効性あ

る方策として、外出禁止令の緩和の撤回をし

たらどうかということでございますが、先ほ

ど答弁でも申しましたように、服務規律、地

域社会との重要性について、再三、サンドバ

ル司令官から指導しております。 

 先般の日米連絡協議会においても、当市か

ら求めたわけではございませんが、司令官の

ほうから、みずからこの件に触れまして、謝

罪と、今後のことについてお話がございまし

た。そういう状況を踏まえまして、まことに

米軍のほうとしても、この件については真摯

に考えているものと感じております。 

 規制の緩和につきましては、日本全体での

ことでございますので、当市のほうからどう

のこうの言うのは適切ではないと考えており

ます。 

 以上であります。 

○議長（小比類巻雅彦君） 奥本議員。 

○４番（奥本菜保巳君） 本当に市民の命を

守る気があるのかなというふうな答弁がござ

いました。厳しい対応をしっかりとしていた

だきたいということを提言させていただきま

す。 

 次に、老朽危険空き家対策について再質問

いたします。 



― 66 ―

 今回の空き家対策推進特別措置法というの

が施行されまして、特定空き家等ということ

で認定された場合に、かなり厳しい罰則規定

もあります。まず、立入調査に応じない場

合、２０万円以下の罰金、忠告したにもかか

わらず放置している場合、罰金５０万円以

下、行政代執行で取り壊すことができるとい

うふうな内容も入っています。 

 そしてまた、この特定空き家等に指定され

て、こういう行政の忠告というものをそのま

ま放置していた場合に、固定資産税が６分の

１になる優遇措置を受けられなくなるという

ことも言われております。 

 こういうようなことの内容も盛り込まれて

いるのですけれども、やはりここで気になる

ことは、あくまでも所有者の方々の事情とい

うこと、これもきちんと寄り添って解決して

いかなければならない問題だと思うのです。 

 ですから、これからいろいろ計画は立てて

いくと思うのですが、行政として、このよう

な厳しい罰則規定はありますけれども、決し

て乱暴に行うのではなく、きちんと所有者の

方の事情を察して対応する、こういう方向で

やるということで、そのような方向で進める

のかどうか、その点についてお伺いしたいと

思います。 

○議長（小比類巻雅彦君） 答弁願います。 

 民生部長。 

○民生部長（宮古直志君） 再質問にお答え

いたします。 

 この法律につきましての運用ということだ

と思いますけれども、この運用につきまして

は、今後、国から示されるガイドライン、ま

た、当該法律を施行するために当たっての施

行規則、要綱などに基づきまして、個別具体

的に検証を行い、十分勘案しながら対処して

いきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（小比類巻雅彦君） 奥本議員。 

○４番（奥本菜保巳君） ありがとうござい

ます。 

 それでは、再々質問させていただきたいと

思います。 

 先ほども申しましたように、空き家対策と

一口に言いましても、空き家の撤去、その跡

地利用、整備、空き家の利活用など、対策と

いうのは多岐にわたります。 

 そこで、私が視察させていただきました長

崎市なのですけれども、取り壊しに５０万円

補助するという事業もありまして、ここは建

設局都市計画部まちづくり推進室というとこ

ろが担当されておりました。三沢市では、問

題のある空き家については、生活安全課が対

応されております。空き家の取り壊しについ

ては、産業政策課が新築リフォーム支援事業

として、上限２０万円の補助をしておりま

す。 

 やはり土地所有者の、そういうさまざまな

空き家の問題を抱えていらっしゃる市民の方

への相談窓口など、担当課を市民にわかりや

すく一本化にまとめて、空き家対策に取り組

むべきではないのかなというふうなことも

思っていますが、それについてのお考えをお

聞かせいただきたいと思います。 

○議長（小比類巻雅彦君） 答弁願います。 

 民生部長。 

○民生部長（宮古直志君） 再々質問にお答

えいたします。 

 このたびの法律につきましては、市町村は

効果的な空き家対策計画の作成の推進が掲げ

られております。その中で定める事項としま

して、空き家等に関する対策の実施体制に関

する事項がございます。その中で各部局の役

割、組織体制、窓口連絡先等を記載すること

になっております。 

 このような中、当市といたしましても、こ

の計画を策定する場合には、住民サービスを

第一に考えまして対応したいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（小比類巻雅彦君） 奥本議員。 

○４番（奥本菜保巳君） ありがとうござい

ます。 

 この空き家問題の質問の２点目、３点目、
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これは長崎市と文京区の事例でございますけ

れども、これにつきましては再質問はいたし

ません。これは、参考にということで、やは

り三沢市なりの事情等がありますので、こう

いうことを参考に、ぜひともやるべきだとい

うことを提言します。 

 次に、若者定住支援対策について再質問い

たします。 

 今、先ほど市長からの答弁がございまし

た。これは私、平成２５年に質問したとき

も、同じような答弁がありまして、そのころ

から、子育て世代の定住に向けた施策に取り

組んでいますと。着実に「当市の魅力を高

め、全ての市民の皆さんがふるさとに愛着と

誇りを持って住み続けたいと思えるような地

域社会が実現するものと考えております」と

いうふうに、こういうちょっと同じような答

弁がございました。 

 その状況、そういう方法もあるとは思うの

ですけれども、やはり今、三沢市も人口減少

しております。 

 今、年齢別人口調べ、これは市民課のほう

で調べたのですが、ゼロ歳から１５歳まで、

これがちょうど子育てしている方たちの子供

の人数だと思うのですけれども、平成２４年

１月１日現在で７,２００人、平成２７年１月

１日付で６,６２２人、５７８人減っておりま

す。こういうふうな、やはり危機感を持たな

ければ、こういうふうに魅力のあるまちづく

り云々というふうなことだけ言っていても、

やはり人口の流出というのに歯どめはかから

ないと思うのです。 

 今、八戸でも若者定住促進賃貸住宅、４５

歳未満の方を対象とした市営住宅、これは８

戸準備しております。おいらせ町では、地域

の元気再生定住促進事業、下田小学校区また

は甲洋小学校区に転入等をし、戸建て住宅を

借りる世帯、一定の条件を満たすことで、定

住促進助成金を交付。１２カ月後に、最大１

２万円で、最大３年間。こういう六戸町、お

いらせ町、こういう取り組みをしておりま

す。 

 ただ単に、まちづくり、文化都市、こうい

うものを教育の施策を高めると言っても、や

はり六戸町は、子供の医療費無料化、高校生

までたしか無料だったのではないかなという

ふうに思っているのですけれども。そのよう

に、この近隣の町でも、子供の医療費無料化

というのは進められているわけです。 

 その中で、唯一、三沢市の特徴というもの

が、三沢市はこれはどこにも負けないのだと

いうところが、こういう定住の支援の部分で

は見受けられない。このまま黙って見過ごし

ていいのかなということに、すごく私は懸念

を持っております。 

 今、三沢市が定住化を進める上で、力を入

れて成功しているのが南ニュータウンの分譲

だと思います。今１４６区画あるそうなの

で、あと残り１区画ということで、若い方も

定年退職され、三沢に移り、家を建てて住ん

でいる方もいるというふうに伺っておりま

す。 

 私は、この南ニュータウンのような、おい

らせ町と同程度の土地の単価の分譲地、これ

は２０年前に取り組んでいたら、本当におい

らせ町への人口流出に歯どめがかけられたの

ではないのかなというふうに思って、大変残

念でなりません。やはりどうしても三沢市の

取り組みというのはちょっと遅いなというふ

うに感じています。 

 今は、どちらかというと、近郊にどんどん

分譲住宅をふやすというよりは、近年では、

ほかの自治体では少子高齢化で人口減少が進

む中で、やはり行政の財政事情、先行き、見

通しが厳しいということで、インフラ整備、

その維持管理をどうやって抑えるかというこ

とを考えています。 

 町なかの空洞化をどうするか、空き家がふ

え続ける中で、それをどのように活用してい

くのか、その方向で定住化をうまく進めてい

る政策に、最近ではそういうふうに切りかえ

ている自治体がふえているわけです。 

 三沢市でも、空き家、アパートの空き部

屋、米軍向け住宅の空き家、こういうところ
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も目立ってきております。やはりそういうこ

とも考えて、若者の定住化と、また、こうい

う多岐にわたる空き家の問題とか、そういう

ものにあわせて考えていく必要があるのでは

ないのかなというふうに思っておりますが、

それについての答弁をお願いいたします。 

○議長（小比類巻雅彦君） 答弁願います。 

 副市長。 

○副市長（米田光一郎君） 再々質問にお答

えします。 

 町なか居住をもって若者の定住化を図った

らどうかということですが、町なか居住につ

きましては、中心市街地活性化計画の中で

やってございます。 

 市内に空き家があるのは非常に残念なこと

でございます。これについては、別個、現

在、市の重点プランをつくる中で、補佐級の

職員で定住化対策に特化した検討会を開いて

おります。その中での検討を鋭意進めており

ますので、有効な手段を打ち出したいと思い

ます。 

○議長（小比類巻雅彦君） 以上で、奥本菜

保巳議員の質問を終わります。 

 それでは、一般質問を次に移ります。 

 髙橋武志議員の登壇を願います。 

○２番（髙橋武志君） おはようございま

す。 

 ２番市民クラブ髙橋武志でございます。通

告に従いまして、一般質問をいたします。 

 １件目の質問は、当市の人口減少対策の取

り組み方針の作成について質問いたします。 

 人口減少の抑制や東京一極の是正など、地

方創生に向けた基本理念を定めた、まち・ひ

と・しごと創生法案と、活性化に取り組む自

治体を国が一体に支援する地方再生法改正案

が成立いたしました。 

 きのうの一般質問の中でも、地方版総合戦

略の作成に関する質問もありましたが、国の

地方創生関連２法案が成立いたしましたこと

を受けて、にわかに議論が活発になってきま

した。 

 ３月１日の各新聞紙面に、共同通信社が、

全国の知事、市町村長１,７８８人を対象とし

たアンケート調査の結果が掲載されていまし

た。各自治体の法案に対する評価、考え方、

課題、そして取り組み方などが掲載されてお

り、地域版総合戦略の策定において、各自治

体が非常に苦慮するとの考えの内容が示され

ておりました。 

 この地域版総合戦略の策定において、県内

４０市町村のうち、自前で作成可能としたの

は１５市町村で、国や民間の支援があればが

２２市町村、作成が難しいが３市町村で、自

前で作成できない県内市町村が６３％をも占

めています。 

 この創生法案は、結婚や出産、育児で希望

を持てる社会の形成に向けた環境の整備、魅

力ある就業機会の創出などを基本理念に掲

げ、政府による総合戦略の作成に加え、都道

府県や市町村長にも、各地の実情に応じた地

域版総合戦略の策定を努力義務とし、平成２

８年３月までに策定するように促していま

す。 

 そこで、１点目、お伺いいたします。国の

地方創生関連２法案に対する期待や感想につ

いて、また、地方創生に関連して、本市特有

の課題などがありましたら、あわせて御所見

をお伺いいたします。 

 次に、２点目の質問に入ります。 

 ５０年後を見据えた国の方針、長期ビジョ

ンでは、２０６０年の人口１億人程度を維持

するよう、１人の女性が生涯に産む子供の数

の推計値をあらわす合計特殊出生率を、平成

２５年の１.４３から１.８０程度に改善する

としています。 

 そこで、青森県の合計特殊出生率を見てみ

ますと、この平成２０年から平成２４年まで

の５年平均で、県平均では１.３７であり、三

沢市では１.７９と県平均より高く、国の改善

推進値に近く、県内では六ヶ所村に次ぐ高さ

で２位でありました。 

 若い世代が将来に不安がなく、夢を抱いた

り、結婚に関して希望を持ったり、さらに言

えば、子供を２人以上持ちたいと思うように
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ならなければ、出生率を上げることができま

せん。 

 本質的には、国を挙げて取り組んでいくべ

き課題と考えますが、人口増減の要因は、大

きく分けると自然増減と社会増減の二つであ

ると思います。自然増減は、出生者数と死亡

者数により決まるわけですが、出生率や出生

者数が短期的に大きく伸びることは考えにく

く、また、死亡者数も短期的に大きく減らす

のは難しいと思います。 

 当市は、出生率は高い率であるものの、そ

こで、２点目をお尋ねいたします。出生率の

向上以外で、自然減の割合を減らすための対

策にどのようなものを想定されているのか、

お尋ねいたします。 

 次に、３点目を質問いたします。 

 国は、自治体に対して、地方版総合戦略を

平成２７年度中、平成２８年３月末までに策

定するように求めています。議論が活発に

なってきた人口減少問題や地方創生につい

て、今後の取り組み方針や政策を立案してい

くに当たっては、人口動向を十二分に分析

し、人口減少の原因を見定めて、実効性のあ

る対策を立案していただき、まち・ひと・し

ごと創生長期ビジョンを勘案し、将来の展望

を示し、地方人口ビジョンを策定することも

国が求めています。 

 そこで、３点目をお伺いいたします。地方

版総合戦略策定に関し、どのような方針や理

念を持って作成しようとしておられるのか、

御所見をお伺いいたします。 

 以上、人口対策の取り組みの３点について

御答弁、御所見をよろしくお願いいたしま

す。 

 次の質問、２件目、健康都市宣言について

質問いたします。 

 青森県内で、健康宣言を行う自治体が相次

いでおります。短命県への危機感を背景に、

住民の健康意識を高めようと、市町村の動き

が活発になってきたようであります。 

 市民に健康意識を浸透させるために、健康

都市宣言は最も身近な手段の一つでありま

す。市民に健康意識を拡大し、健康づくり活

動は地味な一面でもありますが、イベントや

アクティビティーなどを通じ、継続した取り

組みで進めていかなければなりません。 

 きょうの議場は、胸にピンクリボンをつけ

た多くの方々が見受けられます。私もその１

人、きょうは胸にピンクリボンをつけて登壇

いたしました。大変大きな力を胸にいただ

き、登壇いたしました。 

 国際ソロプチミスト三沢の多数の会員の皆

様方が、北日本ビジョン国際女性デー、３月

８日にちなみ、乳がんの早期発見に努めま

しょうの統一行動と、アクティビティーを通

じて、市民の皆様方に、行動に理解と賛同を

と呼びかけ、乳がんの早期発見運動に活動さ

れておられます。 

 この統一行動の賛同者として、ピンクリボ

ンを胸につけ、このような行動などを通じ

て、市民の健康意識を高め、そして浸透さ

せ、みんなで健康づくり活動の取り組みが必

要と思います。 

 今、青森県の死因第１位とされるがん対策

は、正しい知識の普及と早期発見、早期治療

が求められています。まずは１次予防、検診

受診者をふやすことなど、早期発見が大切で

あります。 

 県民の特定検診受診率は、平成２４年度は

２９.９％と、がん検診においても３０％未満

で、青森県が目標に掲げている検診受診率５

０％には遠く及ばず、低い受診率となってい

る現状であります。 

 青森県健康増進計画・健康あおもり２１

は、平成１３年・２００１年から健康寿命の

延伸と生活の向上を目指し、２１世紀におけ

る県民健康づくりに関しての各種の事業を推

進されてきましたが、平成２５年度から国に

おいて始まる、新たな健康づくり運動の基本

方針が示されたことから、第２次計画・健康

あおもり２１、青森県の１０年後の健康づく

り運動の指針を掲げ、目指す姿に向かって推

進していくことを、平成２５年９月、健康あ

おもり２１ステップ県民大会で宣言いたしま
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した。 

 これを受け、各自治体で短命県返上に向け

た健康づくり運動が、今、県民運動となりつ

つあります。この運動は、健康寿命の延伸や

健康保険、介護保険の抑制などのさまざまな

効果が考えられます。健康づくり活動は、地

域に根差した市民総ぐるみの運動を展開する

取り組みにしないと、真の普及が図られず、

目的に到達しません。 

 そこで、お伺いいたします。市長がみずか

ら４万市民、事業所、各団体などに健康宣言

を呼びかけることで、健康づくりを市民に浸

透させ、三沢市全体で取り組む姿勢を明らか

にすることには大きな意義があると思いま

す。健康都市宣言を呼びかける考えがないの

か、お伺いいたします。 

 以上で、私の質問を終わります。御答弁、

御所見、よろしくお願いいたします。 

○議長（小比類巻雅彦君） ただいまの髙橋

武志議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。 

 市長。 

○市長（種市一正君） ただいまの髙橋議員

御質問の健康都市宣言については私から、人

口減少対策の取り組み方針の策定については

副市長から答弁させますので、御了承願いた

いと存じます。 

 県では、青森県が男女ともに全国最下位の

短命県であることから、知事を先頭に、短命

県返上をスローガンに、健康づくり運動を展

開しておりますが、その実施主体となるの

は、各自治体や企業あるいは学校などであろ

う、このように認識をいたしております。 

 三沢市といたしましては、三沢市総合振興

計画の六つの基本方針の一つに、健康で助け

合うまちづくりを掲げ、重点項目として取り

組んできたところであります。 

 特に、平成２６年度は、市民が主体的に健

康づくりに取り組むことを目的として、みさ

わ健康フェアを１０年ぶりに復活をさせまし

て、血管年齢測定や血流測定、姿勢測定、歯

の健康チェック、心の健康キャンペーン等を

実施したほか、食生活改善運動の一環とし

て、減塩の健康食の試食会も行ったところで

あります。 

 また、新たな試みとして、マックテレビに

よる健康第一という番組放送を通して、食生

活の改善や生活習慣病に関する知識、あるい

は予防法など、健康づくりのための意識改革

の必要性や健康思想の普及に努めてきたとこ

ろであります。 

 御質問の健康都市宣言は、市民に向けて健

康づくりに取り組む姿勢を明らかにし、社会

に対して当市の覚悟を示すことになるものと

考えております。 

 健康都市宣言については、以前から検討し

ておりまして、先般、弘前大学大学院医学部

研究科から、健康都市宣言について講演など

の依頼があれば御協力いただける話もござい

ました。 

 また、三沢市立三沢病院において、がんの

早期発見や部位の正確な特定が高い精度でで

きるＰＥＴ・ＣＴ検診が可能となるなど、ま

さに宣言する時期が来たと、機が熟したので

あろうと、こういうふうに思っております。 

 したがいまして、平成２７年度内に健康都

市宣言をすることで準備を進めてまいりたい

と考えております。 

 私からは、以上であります。 

○議長（小比類巻雅彦君） 副市長。 

○副市長（米田光一郎君） 人口減少対策の

取り組み方針の策定についてお答えいたしま

す。 

 国において、少子高齢化の進展に的確に対

応し、人口減少に歯どめをかけるとともに、

首都圏への人口の過度の集中を是正し、それ

ぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来

にわたって活力ある社会を維持していくこと

を目的に、昨年１１月、地方創生関連２法案

が可決成立し、１２月には、まち・ひと・し

ごと創生総合戦略が閣議決定されたところで

ございます。 

 まち・ひと・しごと創生総合戦略とは、今

後５カ年の目標や施策の基本的な方向を示し
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た基本計画であり、当市におきましても、平

成２７年度内に策定を進めているところでご

ざいます。 

 御質問の１点目の地方創生関連２法案に対

する当市の期待や感想についてでございます

が、国は、地方の自主性や主体性を持った取

り組みによって地方が活性化し、人口減少問

題に歯どめがかかることを期待しております

ことから、当市といたしましても、多様な三

沢市の地域資源を活用し、その潜在力を引き

出すことにより、魅力あるまちとなり、三沢

市を含む、この地域全体が活性化することを

期待しております。 

 次に、御質問の２点目、人口の自然減に対

する当市の取り組みについてお答え申し上げ

ます。 

 先ほど市長から、健康都市宣言を行う旨の

答弁がありましたが、自然減の割合を減らす

対策は、この宣言に沿った具体的な実施項目

に尽きるものと認識しております。 

 例えば、がん検診受診率の向上、減塩など

の生活習慣の改善、運動など健康増進のため

の意識改革などを想定しております。 

 次に、御質問の３点目、地方版総合戦略の

策定に当たっての考え方でございますが、市

町村で策定する地方版総合戦略は、国の総合

戦略や県の地方版総合戦略の方針に沿いなが

ら、中長期的な視野に立ち、地方人口ビジョ

ンを見据えた上で策定することとされており

ます。 

 このことから、国際色豊かな地域性など、

当市ならではの地域資源を生かした施策を盛

り込んだ地方版総合戦略の策定を進め、この

取り組みによりまして、仕事がつくられ、そ

れが人を呼び、さらに人が仕事を呼び込む好

循環が確立されるよう全力で取り組んでまい

りたいと考えております。 

○議長（小比類巻雅彦君） 髙橋議員。 

○２番（髙橋武志君） 再質問させていただ

きます。 

 種市市長をはじめ副市長の御答弁、大変あ

りがとうございました。 

 人口減少対策の取り組み方針、作成につい

てお伺いいたしましたが、地方の人口減少抑

制に向けた地方版総合戦略の策定、地方人口

ビジョン、これは平成２８年３月まで作成す

るというような努力義務が求められておりま

す。まだ期間がありますけれども、各自治体

が非常に苦慮している形が見えております。 

 きのうの春日議員の質問に対する副市長の

答弁で、三沢市は自前で作成するというよう

な意見でなかったですか。 

 そのようにあったと思いますけれども、県

内１０市のうちで５市が自前で作成できない

というような新聞掲載がありました。八戸

市、十和田市は、きのうの議会で協議会を立

ち上げて進めていくというような新聞報道が

ありましたけれども、三沢市は自前で淡々と

やっていくのか、それとも協議会を立ち上げ

て、各部署の総合的な横のつながりを持って

進めていくのか、その辺を、意見があればと

思いまして、お伺いしたいと思います。 

 あと、健康都市宣言についてでございます

けれども、２７年度中に検討していくという

ようなことでございます。ぜひとも早い時期

にやっていただいて、介護保険とか健康保険

とか、いろいろな形で今年度から上がってい

くわけですから、そういう形で、一人でも健

康寿命が延びるというような、そういう健康

運動ができれば、市民も大変喜ぶし、そして

また、市長が宣言することで、大変市民にア

ピールする、市民意識が高くなると思います

ので、ぜひともそれをやっていただきたい。 

 やるにしても、もし考えがあれば、どうい

う形で宣言するのか、その辺。もしなけれ

ば、それでいいですけれども、その点を

ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（小比類巻雅彦君） 答弁願います。 

 副市長。 

○副市長（米田光一郎君） 再質問にお答え

いたします。 

 まず、協議会の件でございますが、現時点

では、本部を立ち上げて策定していく予定と

なってございます。 
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 先ほど奥本議員の再質問にもお答えいたし

ましたが、定住人口に関する組織は、現在、

庁内にはございます。 

 それと、この定住人口減少に特化した協議

会そのものはございませんが、今は産業界、

行政機関、金融、労働、メディア、これらの

意見を伺うとなっておりますが、それらとの

いろいろなコミュニケーションの場がたくさ

んございます。それらを総合的に活用したい

と考えております。 

 それと、過去、住民懇談会を開催しまし

て、各層の意見も取り入れて、それらのス

トックもございますので、それらも精査しな

がら進めてまいりたいと思います。 

 ただ、必要があれば設立することにはなる

と思います。 

 次に、健康都市宣言をどのような形で、い

つ行うのかということでございますが、先ほ

どの市長の答弁でも、今、機が熟したのだと

いうことがございました。細部の実施項目に

ついて、それが着実に有効であるというよう

な検証を今進めておりますので、それらの結

果が出次第、なるべく２７年度の早い時期に

宣言いたしたいと考えております。 

 以上であります。 

○議長（小比類巻雅彦君） 以上で、髙橋武

志議員の質問を終わります。 

 これをもって、一般質問を終わります。 

───────────────── 

  ◎日程第 ２ 議案第 １号から 

   日程第４７ 議案第４６号まで 

○議長（小比類巻雅彦君） 次に、日程第２ 

議案第１号平成２７年度三沢市一般会計予算

から日程第４７ 議案第４６号平成２６年度

三沢市一般会計補正予算（第６号）までを一

括議題といたします。 

───────────────── 

  ◎日程第４８ 議案質疑 

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第４８ た

だいま一括議題といたしました議案のうち、

議案第１号平成２７年度三沢市一般会計予算

から議案第４５号青森県新産業都市建設事業

団に委託すべき事業に関する計画の一部変更

についてまでの議案質疑を行います。 

 なお、通告がありますので、発言を許しま

す。 

 鈴木重正議員。 

○７番（鈴木重正君） それでは、議案第１

号平成２７年度三沢市一般会計予算に関して

議案質疑をいたします。 

 質疑の要旨は、いわゆる固定経費となって

いる公共施設等の維持管理に要する経費につ

いて問うものであります。 

 公共施設やインフラ施設は、よりよい住民

生活のために大切なものであり、当市におい

ても、住民のニーズに応じたサービスの提供

や特色あるまちづくり、また、社会経済活

動、地域生活を支える社会基盤として、多く

の公共施設等が整備され、市民生活の利便

性、福祉の向上等に寄与してきております

が、市役所庁舎本館は昭和４７年建設、総合

体育館は昭和５１年、公会堂は昭和５５年、

図書館、武道館は昭和５７年、そのほかにも

勤労青少年ホームや働く婦人の家、保健相談

センター、市民の森など、昭和５０年代を中

心に整備された公共施設等は、老朽化が進ん

でいるものも多く見られ、毎年度、恒常的な

支出となる維持管理費のほかに、今後、建て

かえや現有施設の大規模な改修など、多額の

事業費の必要性が見込まれる状況にございま

す。 

 そして、国際交流スポーツセンター整備事

業、三沢駅周辺整備事業、子ども館整備事業

や各種の道路整備が現在進められているとと

もに、旧八戸工科学院三沢校の取得、整備、

国が五川目地区の移転跡地に整備した公園の

管理なども含めて、将来における公共施設等

の維持管理、修繕、更新に要する経費は、市

財政にとって大きな負担となっていくことが

懸念されるところであります。 

 一方で、当市の財政状況は、先般の提案理

由によれば、社会保障関連経費の増加傾向に

加え、市税等の自主財源や地方交付税を含む

依存財源においても、大幅な増加を見込むこ
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とができず、先々の見通しが極めて不透明と

なっていることなどから、依然として厳しい

財政環境に置かれているとのことでありま

す。 

 さらに、今後ますます少子高齢化、人口減

少が進んでいく状況にあるということを考え

れば、長期的には、人口減少等による市税収

入の減、少子高齢化の進展に伴う扶助費等の

義務的経費の増大など、将来的に今以上に厳

しい財政環境に向かっていくということは明

白であります。 

 少子高齢化、人口減少の進展、厳しい財政

環境、多様化する市民ニーズなど、本市を取

り巻く環境が変化していく中で、公共施設等

の安全性、利便性を確保し、安心・安全で持

続可能な施設等のサービスを住民に提供して

いく必要がある一方で、公共施設等について

も、総合的な計画のもとでの選択と集中が求

められ、毎年度、恒常的な支出となる公共施

設等の維持管理費や、投資的経費である建て

かえ、改修費によって財政が圧迫され、公共

施設等を維持できなくなる、または、他の行

政サービスに影響を及ぼすという事態を招く

ことがあってはならないのであります。 

 そのような中、三沢市が公共施設等を保有

していることにより、毎年度、恒常的に支出

が見込まれ、いわゆる固定経費であり、消費

的経費に分類される、公共施設等の維持管理

に要する経費については、これまで明示され

ておりません。 

 そこで、平成２７年度三沢市一般会計予算

に計上されている、その総額、財源の内訳、

対前年度比較増減額及びその要因について伺

うものであります。 

 並びに、今後の見込みとして、平成２８年

度以降、３カ年度について、それぞれ同様に

お伺いするものであります。 

 以上で、私の議案質疑を終わります。 

○議長（小比類巻雅彦君） ただいまの議案

質疑に対する当局の答弁を求めます。 

 市長。 

○市長（種市一正君） ただいまの鈴木議員

質問の公共施設維持管理に要する経費につい

てお答えをいたします。 

 公共施設の維持管理については、御承知の

ように、電気料など光熱水費、重油、灯油な

どの燃料費、指定管理料を含む各種委託料及

び修繕料を経費としております。 

 平成２７年度三沢市一般会計当初予算にお

ける公共施設の維持管理費では、総額で１８

億４,１５１万７,０００円となったところで

あります。 

 この経費の財源内訳でありますが、国庫支

出金等の特定財源が２億１,６０３万４,００

０円、残りの１６億２,５４８万３,０００円

は一般財源となっております。さらに、本年

７月より供用が開始されます、産業の振興及

び地域住民の福祉の向上を目的とした、三沢

市新産業創造支援センターに係る９カ月分の

維持管理費として１４０万９,０００円の経費

が加算される見込みであります。 

 これらの経費の対前年度比較を申し上げま

すと、総額で６,３９１万６,０００円の増と

なっておりますが、これは近年の降雪状況か

ら、除雪作業委託料において、従来の予算額

に５,０００万円を上乗せしたこと及び光熱水

費の増による指定管理料の増額が主なる要因

であります。 

 次に、平成２８年度から平成３０年度まで

の公共施設の維持管理費の見込みであります

が、平成２８年度では、総額で１８億４,３３

９万６,０００円見込んでおり、前年度とほぼ

同額でありますが、三沢市新産業創造支援セ

ンターに係る維持管理費が通年分となるた

め、４７万円の微増となる見込みでありま

す。 

 次に、平成２９年度でありますが、総額で

１８億９,６４７万４,０００円と見込んでお

り、前年度に比較して５,３０７万８,０００

円の増額見込みとなります。これは、就学前

の子供の健全な育成、子育て環境の充実を目

的とした、いわゆる(仮称)子ども館及び各種

屋内スポーツ競技において公式試合が可能と

なる規格を満たす施設として、当市のスポー
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ツ振興、地域活性化を図るための、いわゆる

(仮称)国際交流スポーツセンターの供用開始

となることから、当該施設にかかわる維持管

理費の経費が増額となるためであります。 

 最後に、平成３０年度でありますが、総額

で１９億４,３７６万４,０００円と見込んで

おります。前年度との比較では４,７２９万円

の増額となりますが、これは申し上げました

ように、(仮称)国際交流スポーツセンターが

年間を通しまして運用されることによる経費

の増であります。 

 このように、公共施設にかかわる維持管理

費に要する経費が増加することが見込まれて

おりますが、当市といたしましては、平成２

８年度までに公共施設等総合管理計画を策定

し、施設の統廃合などを含めた公共施設の適

切な管理を行うとともに、国や県等の補助金

の活用等も検討してまいりたい、このように

思っております。 

 私からは、以上であります。 

○議長（小比類巻雅彦君） 鈴木議員。 

○７番（鈴木重正君） 再質疑ということ

で、平成２８年度から３０年度までの総額の

うち、財源の内訳については御答弁いただけ

ませんでしょうか。 

○議長（小比類巻雅彦君） 答弁願います。 

 副市長。 

○副市長（米田光一郎君） お答えいたしま

す。 

 ふえる分については一般財源でございま

す。（発言する者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） 答弁漏れという

ことでありますので、もう一度答弁願いま

す。 

 副市長。 

○副市長（米田光一郎君） 再度お答え申し

上げます。 

 ２８年度以降の財源内訳ということでござ

いますが、先ほどの答弁で、財源内訳につい

て、国庫支出金の特定財源が２億１,６０３万

４,０００円、残りの１６億２,５４８万３,０

００円が一般財源でございます。 

 ２８年度以降につきまして、ふえた分につ

きましては一般財源となります。特定財源が

そのままでございます。それに一般財源が上

乗せされるということでございます。 

○議長（小比類巻雅彦君） 以上で、議案第

１号平成２７年度三沢市一般会計予算から議

案第４５号青森県新産業都市建設事業団に委

託すべき事業に関する計画の一部変更につい

てまでの議案質疑を終結します。 

 次に、議案第４６号平成２６年度三沢市一

般会計補正予算（第６号）に対する議案質疑

を行います。 

 この議案は、先般、３月５日に追加議案と

して上程したものであります。 

 議案第４６号平成２６年度三沢市一般会計

補正予算（第６号）に対する質疑はございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） 質疑がないよう

ですので、議案質疑を終結します。 

───────────────── 

  ◎日程第４９ 特別委員会の設置及

び議案の付託 

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第４９ 特

別委員会の設置及び議案の付託を行います。 

 お諮りします。 

 ただいま一括議題となっております議案の

審査に当たりましては、１６名をもって構成

する予算審査特別委員会、８名をもって構成

する補正予算審査特別委員会、同じく８名を

もって構成する条例等審査特別委員会をそれ

ぞれ設置し、これに付託の上、慎重に行いた

いと思いますが、これに御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、予算審査特別委員会、定数１６

名、補正予算審査特別委員会、定数８名、条

例等審査特別委員会、定数８名をそれぞれ設

置し、これに付託することに決しました。 

 それでは、議案の付託を行います。 
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 予算審査特別委員会には、議案第１号平成

２７年度三沢市一般会計予算から議案第９号

平成２７年度三沢市立三沢病院事業会計予算

までの計９件を、補正予算審査特別委員会に

は、議案第１０号平成２６年度三沢市一般会

計補正予算（第５号）から議案第１５号平成

２６年度三沢市立三沢病院事業会計補正予算

（第３号）まで及び議案第４６号平成２６年

度三沢市一般会計補正予算（第６号）の計７

件を、条例等審査特別委員会には、議案第１

６号三沢市行政手続条例の一部を改正する条

例の制定についてから議案第４５号青森県新

産業都市建設事業団に委託すべき事業に関す

る計画の一部変更についてまでの計３０件

を、それぞれ付託します。 

───────────────── 

  ◎日程第５０ 特別委員会委員の選

任 

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第５０ 特

別委員会委員の選任を行います。 

 ただいま設置されました３特別委員会の委

員の選任については、委員会条例第８条第１

項の規定により、お手元に配付しております

特別委員会委員及び付託議案一覧表のとおり

指名します。 

 なお、特別委員会委員の方々は、本日散会

後、委員長、副委員長をそれぞれ互選して、

議長まで報告願います。 

 また、ただいま設置されました各特別委員

会の組織会は、はじめに、予算審査特別委員

会を大会議室において、引き続き、補正予算

審査特別委員会を大会議室、条例等審査特別

委員会を第２会議室において、それぞれ願い

ます。 

───────────────── 

○議長（小比類巻雅彦君） 以上で、本日の

日程は終了しました。 

 なお、特別委員会審査等のため、本会議は

１１日まで休会となります。 

 次回本会議は、１２日午前１０時から会議

を開きます。 

 本日は、これをもって散会します。 

午前１１時３１分 散会   

 

 


